
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のＩＳＯ認証新規取得に係る、 

① 内部監査員養成等を目的とした講座・研修受講費用 

② コンサルティング費用 

③ 審査費用 
※ 令和６年４月から令和７年３月までの期間に実施と支払が完了するもの。 

対象経費 

ＩＳＯ認証取得経費助成 

 

中小企業基本法に規定する中小企業（みなし大企業を除く） 
※ 品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。 

また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。 

(1)品川区で引き続き１年以上事業を営む計画があること 

(2)法人事業税・法人都民税（個人の場合は個人事業税・住民税）を滞納していないこと。 等 

オンライン申請 
「品川区中小企業支援サイト」内の、品川区電子申請サービスよりお申込みください。 

事業者名・住所・助成対象経費および助成金申請額等の必要事項をご入力いただくほか、 

必要書類をアップロードいただきます。 

 

【お問い合わせ】 品川区 地域産業振興課 中小企業支援担当（経営支援担当）   

TEL ５４９８－６３４０   FAX ５４９８－６３３８ 

※ 助成対象経費の２/３以内で上限 6０万円となります。 

※ 申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。 

 

 

ISO 9001、ISO 14001、ISO 27001 対象認証 

申請方法 

対象者 

助 成 額  最大６０万円   助 成 率  ２／3 

オンライン申請 

申 請 期 間 令和６年９月２日（月）～ 令和６年９月３０日（月） 

※ 午後５時必着 

本紙記載の内容は事業の概要です。 

申請にあたっては必ず募集要項をご確認ください。 
URL http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/  

http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

